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1. 入学資格 

① 本学院入学時に高校卒業以上あるいは高校卒業見込みの学歴を有する方。 

② 日本の大学と大学院などへの進学を目標にしている方。 

③ 出願時に日本語学習が 150 時間以上ある、もしくは JLPT N5 相当以上に合格している方。 

④ 留学期間中の諸経費の支弁能力がある方。 

2. 入学までの流れ 

① 「入学申請調査票」の提出 

② 面接（オンラインまたは現地にて実施） 

③ 出願書類の提出 

④ 書類審査・検定料（選考料・入学金）の納入 

⑤ 出入国在留管理庁による在留資格認定審査（本学院が代理申請します） 

⑥ 出入国在留管理庁が「在留資格認定証明書」を交付されます（本学院が受領します） 

⑦ 学費・寮費の納入 

⑧ 本学院より「在留資格認定証明書」の送付および「入学許可書」の発行 

⑨ 在外の日本大使館または領事館にてビザを申請 

⑩ ビザの発給後、航空券の予約 

⑪ 来日・入学 

3. 入学時期とスケジュール目安 

入学時期 申込目安 入管審査申請時期 在留資格交付・学費納入 ビザ申請時期 

4 月入学 前年 10 月上旬 前年 11 月下旬 2 月下旬 3 月上旬 

7 月入学 2 月上旬 3 月中旬 5 月下旬 6 月上旬 

10 月入学 4 月上旬 5 月下旬 8 月下旬 9 月上旬 

1 月入学 前年 8 月上旬 前年 9 月中旬 前年 11 月上旬 前年 12 月上旬 

 

4. 出願書類一覧 

① 学生本人が用意する書類 

A) 入学願書・履歴書（本学院指定様式） 

B) 証明写真 

C) パスポートの写し 

D) 最終学歴の卒業（見込）証明書 

E) 日本語試験（入管指定試験）の合格証明書、または日本語学習時間の証明書 

F) 出身国の大学入学統一試験の成績証明書（該当者のみ） 

G) 戸籍関係の証明書 

② 経費支弁者が用意する書類 

A) 経費支弁書・経費支弁者年収調査表（本学院指定様式） 

B) 在職証明書 

C) 戸籍関係の証明書 

 

※ 入管の慎重審査対象国からの申請者については、上記以外の書類の提出を求める場合があります。 



5. 学費・寮費・返金について 

① 学費 

入学時期  コース １年目（万円） ２年目（万円） 

選考料 入学金 雑費 授業料 施設費 学費 雑費 授業料 施設費 学費 

4 月入学 2 年 3.1 8.4 5.3 56.8 16 89.6 5.3 56.8 16 78.1 

7 月入学 1 年 9 ヶ月 3.1 8.4 5.3 56.8 16 89.6 5.3 42.6 16 63.9 

10 月入学 1 年 6 ヶ月 3.1 8.4 5.3 56.8 16 89.6 5.3 28.4 16 49.7 

1 月入学 1 年 3 ヶ月 3.1 8.4 5.3 56.8 16 89.6 2.65 14.2 8 24.85 

② 寮費 

部屋タイプ 
管理費 

（初回のみ） 
家賃 

合計（12 ヶ月分） 
※「在留資格認定証明書」の受領後年間一括納付 

1K 9.2 万円 1.8 万円～ 30.8 万円～ 

3DK（4 人部屋） 9.2 万円 1.6 万円～ 28.4 万円～ 

3DK（3 人部屋） 9.2 万円 3.0 万円～ 45.2 万円～ 

3K（3 人部屋） 9.2 万円 3.1 万円～ 46.4 万円～ 

ワンルーム 9.2 万円 3.6 万円～ 52.4 万円～ 

③ 返金 

時期 辞退・退学理由 返金項目 

入

学

前 

 

面接合格通知書を発行後、学生本人から入学辞

退の申し出があった場合 
選考料（3.1 万円）は返金できません。 

1）出入国在留管理庁に申請後、または「在留資

格認定証明書」を受領後、学生本人が辞退を申

し出た場合 

2）在外の日本大使館または領事館に日本の留学

ビザを申請し不許可であった場合 

選考料と入学金（合計 11.5 万円）は返金できません。 

入

学

後 

進学、就職又は帰国のため退学する場合 

学費 

授業料は未受講期間に応じ、6 か月単位で返金

します（選考料・入学金・施設費・雑費は返金い

たしません）。 

寮費 

寮費は未入居期間に応じ、学期単位で返金しま

す（管理費は返金しません）。 

なお、契約期間内における個人的な理由での退

居については、寮費の返金はできません。 

 

6. その他の注意事項 

① 寮、部屋タイプは「在留資格認定証明書」が発行されてから、本学院が一括して手配し部屋を振り分けます。

寮費は初回に年間一括納付し、中途で退居する場合は本学院の返金制度に基づき返金します。学生寮は原則一

年間の居住を保証しています。 

② すべての部屋に、浴室、トイレ、台所、テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、炊飯器、電気ケトル、ベッド、

布団セット、食器、学習机・椅子、エアコン、インターネット等の生活用品が備え付けられています。 

③ 学生寮以外への居住を希望する学生は出願の際、本学院へお知らせ下さい。 


